
 

 

 

10月は年次有給休暇取得促進期間です！ 
～年次有給休暇取得促進に取組む企業を表彰する制度の新設 など～ 

ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された「仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指

針」において、2020年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70％とすること

が掲げられていますが、直近の取得率は48.8％（2013年）と近年50％を下回る水準で

推移しています。  

そこで、鳥取労働局（局長 河野
か わ の

 純伴
すみとも

）では、来年度の年次有給休暇の計画的

付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」と

して、セミナー等での周知を始め、年次有給休暇の取得促進に向けた取組を行って

いきます。 
 

１ 期間  

平成27年10月１日（木）～31日（土） 

 

２ 実施事項 

（１）「働き方改革トップセミナー鳥取」の開催 
平成27年10月22日に開催する「働き方改革トップセミナー鳥取」
（別添資料１）を始め、鳥取労働局が実施するセミナー等の場で  
周知を行います。 

（２）労使団体等への要請 
労使団体等に対して会報への掲載等を依頼し、事業主・労働者 
に対する意識啓発を図ります。 

（３）表彰制度の新設 
年次有給休暇の取得促進に積極的に取り組む企業に対し、より 
社会的に評価され、認知されるよう鳥取労働局長が年次有給休暇  
取得促進の優良企業として表彰し、これを公表します。 
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参考：実施事項の詳細 

 

（１）セミナー等での周知 

  平成 27年 10月 22日（木）に、とりぎん文化会館（鳥取市）において「働き方改革    

トップセミナー鳥取」（別添資料１）を開催します。 

  

（２）労使団体等への要請 

次の労使団体等に対して会報誌への掲載を依頼するなど、事業主等に対する意識

啓発を図ります。 

○一般社団法人 鳥取県経営者協会 

○鳥取県商工会議所連合会 

○鳥取県商工会連合会 

○鳥取県中小企業団体中央会 

○一般社団法人 鳥取県労働基準協会 

○日本労働組合総連合会鳥取県連合会 

○一般社団法人 鳥取県トラック協会 

○鳥取県社会保険労務士会 

 

（３）表彰制度の新設 

年次有給休暇の取得促進に積極的に取り組み、年次有給休暇の取得率が高い企業

が、より社会的に評価され、認知されるようにすることで、鳥取県内の企業におけ

る年次有給休暇の取得を促進することを目的として、鳥取労働局長が年次有給休暇

取得促進の優良企業等として表彰し、これを公表します。 

 

（４）事業場への周知 

鳥取労働局及び県内の労働基準監督署が実施する事業場に対する指導時等におい

て、年次有給休暇の取得促進を促します。 

 

（５）年次有給休暇取得のトライアルチャレンジ 

県内に本店を置く企業５社に要請し、来年３月末までの間に、年次有給休暇の取得率

向上を図る取組を実践（トライアルチャレンジ）してもらい、実践前後の状況を分析し

て、年次有給休暇の取得促進に効果のあった取組事例の把握などを行います。 



～トップの決断が企業を変える ～

ト ッ プ セ ミ ナ ー

働 き 方 改 革

鳥取

日時

鳥取県内のすべての企業

22
１０

（木）

13:30～16:00

PROGRAM

鳥取労働局働き方改革推進本部

〒680-0845
鳥取県鳥取市尚徳町101番地５
TEL 0857-21-8700㈹
(JRの場合)
JR鳥取駅から県庁方向に徒歩20分
JR鳥取駅から県庁方向行きのバスで

「県庁日赤前」「とりぎん文化会館」
（所要時間5分）下車すぐ
(お車の場合)
とりぎん文化会館の駐車場をご利用

ください（無料）

■会場案内■

谷口 美也子 氏

人と組織の活性化を目指して
～とりだい病院のワークライフバランス推進～

鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センター

副センター長

第１部 主催者挨拶 13:35～

鳥取労働局労働基準部監督課長 津田 惠史

第２部 基調講演 13:45～

「働き方改革について」

「女性が活躍できる職場について」

演題

講師

１
15分

２
15分

河野 純伴

鳥取労働局雇用均等室長 廣瀬 真理

第３部 鳥取労働局働き方改革推進本部より 15:15～

鳥取労働局 働き方改革推進本部

局長・本部長 「鳥取の働き方改革について」

＜参加費無料＞

所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等の「働き方改革」を推進することは、

労働者の心身の健康確保、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、女性の活躍推進
等の観点からも重要です。
本セミナーでは、基調講演、県内での取組事例の紹介等を通じて、「働き方改革」の取組を
進めるために参考になる情報をご提供します。

平成27年

JR鳥取駅

とりぎん文化会館

第一会議室鳥取県庁

至若桜至国道9号

至米子

とりぎん文化会館

鳥取市役所

袋川

若
桜
街
道

若桜橋

鳥取県、輝く女性活躍加速化とっとり会議、一般社団法人鳥取県経営者協会、鳥取県商工会議所連合会、
鳥取県商工会連合会、鳥取県中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会鳥取県連合会、
一般社団法人鳥取県労働基準協会 （順不同）

３
15分

「女性活躍推進に向けた県の取組について」
鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局男女共同参画推進課長 鈴木 由香利

資料１



参加申込書働き方改革トップセミナー鳥取

企業・団体名

連 絡 先

電話番号 ＦＡＸ番号

－ － － －

参加者名

所属・役職 氏 名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

鳥取労働局 働き方改革推進本部 事務局宛 ＦＡＸ：0857-23-2423

◆セミナー当日も申込を受付けますが、会場が満席の場合にはお断りさせていただくことがあります。
◆個人参加の方は、氏名、連絡先のみで結構です。
◆お申込みいただいた個人情報は、本セミナーのみに使用し、他の目的には一切使用しません。

働き方改革トップセミナーの受講申込み

■ 申込み方法
申込みはＦＡＸのみで受け付けます。
下記の「参加申込書」に必要事項を
記入して、送信してください。

■ その他
当日は、この「参加申込書」をご持参
ください。

問い合わせ先
鳥取労働局働き方改革推進本部事務局
（鳥取労働局労働基準部監督課）
〒６８０－８５２２
鳥取市富安２丁目89－９

電話 ０８５７－２９－１７０３
FAX ０８５７－２３－２４２３
担当：長田






